
(仮称)合志市自治基本条例［原案］ができました！

（
1
）
市
民
主
権

市
民
一
人
ひ
と
り
が
そ
の
主
体

者
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
、
自

ら
の
意
思
に
よ
っ
て
積
極
的
に

参
画
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
ま

す
。

（
2
）
人
権
の
尊
重

性
別
や
年
齢
、
出
身
、
地
位
、

障
が
い
の
有
無
な
ど
に
よ
っ
て

差
別
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
一
人

ひ
と
り
の
人
権
を
尊
重
し
ま
す
。

（
3
）
情
報
の
公
開

市
民
、
市
議
会
及
び
市
の
執
行

機
関
が
、
相
互
に
情
報
を
共
有

し
て
い
き
ま
す
。

（
4
）
環
境
の
保
全

恵
ま
れ
た
豊
か
な
自
然
環
境
と

良
好
な
生
活
環
境
を
守
り
、
次

の
世
代
に
継
承
し
て
い
く
た
め
、

地
域
を
は
じ
め
地
球
全
体
の
環

境
に
配
慮
し
ま
す
。

（
5
）
子
育
て
の
視
点

次
世
代
を
担
う
子
ど
も
た
ち
を

安
心
し
て
育
て
て
い
け
る
環
境

を
築
い
て
い
く
た
め
、
さ
ま
ざ

ま
な
面
で
連
携
し
て
い
き
ま
す
。

（
6
）
自
治
体
経
営

市
が
基
礎
自
治
体
と
し
て
将
来

に
わ
た
っ
て
信
頼
さ
れ
る
た
め
、

自
立
し
た
行
財
政
の
確
立
と
、

自
主
的
か
つ
自
律
し
た
運
営
を

す
す
め
ま
す
。

第
3
章
　
市
民
の
権
利
と
責
務

（
市
民
の
権
利
）

第
５
条
　
市
民
は
、
自
治
の
主
体

者
と
し
て
、
ま
ち
づ
く
り
に
参

画
す
る
権
利
と
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
を
は
じ
め
、
市
議
会
及
び
市

の
執
行
機
関
と
協
働
す
る
権
利

を
有
し
ま
す
。

２
　
市
民
は
、
ま
ち
づ
く
り
に
参

画
す
る
た
め
の
必
要
な
情
報
に

つ
い
て
知
る
権
利
を
有
し
、
市

議
会
及
び
市
の
執
行
機
関
に
対

し
、
情
報
の
公
開
を
求
め
る
権

利
を
有
し
ま
す
。

３
　
市
民
は
、
ま
ち
づ
く
り
に
関

し
て
、
自
ら
の
意
見
を
表
明
又

は
提
案
す
る
権
利
を
有
し
ま
す
。

（
市
民
の
責
務
）

第
６
条
　
市
民
は
、
自
治
の
主
体

者
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
、
参

画
や
協
働
に
あ
た
っ
て
は
、
自

ら
の
発
言
と
行
動
に
責
任
を
持

つ
こ
と
と
し
ま
す
。

２
　
市
民
は
、
自
治
に
関
心
を
持

ち
、
自
ら
情
報
を
得
て
、
市
の

め
ざ
す
方
向
性
や
理
念
を
理
解

し
、
積
極
的
に
ま
ち
づ
く
り
に

参
画
す
る
よ
う
努
め
ま
す
。

３
　
市
民
は
、
自
ら
の
ま
ち
づ
く

り
へ
の
取
り
組
み
が
、
住
民
自

治
の
ま
ち
の
創
造
に
つ
な
が
る

も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
、

行
動
す
る
よ
う
努
め
ま
す
。

４
　
本
市
で
事
業
を
営
み
ま
た
は

活
動
し
よ
う
と
す
る
市
民
は
、

市
民
生
活
、
自
然
環
境
、
生
活

環
境
へ
の
影
響
に
配
慮
し
、
地

域
社
会
と
の
調
和
に
努
め
ま
す
。

（
子
ど
も
や
青
少
年
の
権
利
）

第
７
条
　
子
ど
も
や
青
少
年
は
、

個
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
、
ま
ち

づ
く
り
に
参
画
し
協
働
す
る
権

利
を
有
し
ま
す
。

第
4
章
　
市
議
会
の
責
務

（
市
議
会
の
責
務
）

第
８
条
　
市
議
会
は
、
市
民
の
信

託
に
応
え
る
最
高
議
決
機
関
と

し
て
、
自
治
の
基
本
理
念
に
の

っ
と
り
、
住
民
自
治
の
ま
ち
を

創
造
す
る
た
め
、
多
様
な
意
見

を
集
約
し
、
そ
の
意
思
を
ま
ち

づ
く
り
に
適
正
に
反
映
し
、
必

要
な
条
例
の
制
定
や
改
正
等
を

行
い
、
基
本
的
な
事
項
を
議
決

す
る
と
と
も
に
、
市
の
執
行
機

関
が
行
う
業
務
を
監
視
す
る
役

割
を
最
大
限
に
発
揮
し
ま
す
。

２
　
市
議
会
は
、
そ
の
活
動
状
況

に
つ
い
て
、
情
報
を
全
て
す
み

や
か
に
公
開
す
る
と
と
も
に
、

分
か
り
や
す
く
市
民
に
広
報
し
、

開
か
れ
た
議
会
運
営
を
図
り
ま

す
。

（
市
議
会
議
員
の
責
務
）

第
９
条
　
市
議
会
議
員
は
、
市
民

の
代
表
と
し
て
、
市
民
の
信
託

に
応
え
て
こ
の
条
例
を
遵
守
す

る
と
と
も
に
、
常
に
ま
ち
の
課

題
や
問
題
点
、
解
決
策
等
の
調

査
・
研
究
に
努
め
、
将
来
に
わ

た
る
市
民
全
体
の
利
益
の
た
め

に
活
動
し
ま
す
。

２
　
市
議
会
議
員
は
、
市
民
の
意

見
を
集
約
す
る
よ
う
努
め
る
と

と
も
に
、
市
民
に
と
っ
て
普
遍

的
な
利
益
に
つ
な
が
る
方
策
と
、

そ
の
立
案
力
の
向
上
に
努
め
、

誠
実
に
職
務
を
遂
行
し
ま
す
。

３
　
市
議
会
議
員
は
、
自
ら
の
議

会
活
動
と
ま
ち
づ
く
り
に
関
す

る
考
え
を
明
ら
か
に
し
、
市
民

へ
分
か
り
や
す
く
説
明
し
ま
す
。

第
5
章
　
市
の
執
行
機
関
の
責
務

（
市
の
執
行
機
関
の
責
務
）

第
10
条
　
市
の
執
行
機
関
は
、
す

べ
て
の
業
務
に
つ
い
て
、
市
民

の
信
頼
を
得
ら
れ
る
よ
う
、
誠

実
か
つ
迅
速
に
対
処
し
ま
す
。

２
　
市
の
執
行
機
関
は
、
市
民
の

意
見
を
適
確
に
把
握
し
、
最
少

の
経
費
で
最
大
の
効
果
を
発
揮

で
き
る
よ
う
、
将
来
を
見
据
え

安
定
し
た
財
政
運
営
を
行
い
ま

す
。

３
　
市
の
執
行
機
関
は
、
市
民
の

権
利
と
責
務
が
実
現
で
き
る
よ

う
、
市
民
の
ま
ち
づ
く
り
へ
の

参
画
機
会
を
拡
充
す
る
と
と
も

に
、
市
民
か
ら
出
さ
れ
る
意
見

や
提
案
に
対
し
て
総
合
的
に
検

討
し
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
説

明
責
任
を
果
た
し
ま
す
。

４
　
市
の
執
行
機
関
は
、
市
の
め

ざ
す
べ
き
方
向
性
や
ま
ち
づ
く

り
の
理
念
を
定
め
て
、
分
か
り

や
す
い
方
法
で
広
く
市
民
に
示

し
ま
す
。

（
市
長
の
責
務
）

第
11
条
　
市
長
は
、
市
民
の
信
託

に
応
え
、
こ
の
条
例
を
遵
守
し
、

誠
実
か
つ
迅
速
に
市
政
運
営
を

行
い
ま
す
。

（
市
職
員
の
責
務
）

第
12
条
　
市
職
員
は
、
市
民
全
体

の
奉
仕
者
で
あ
る
こ
と
を
常
に

意
識
し
て
、
こ
の
条
例
を
遵
守

し
、
協
働
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り

を
積
極
的
に
す
す
め
る
た
め
、

誠
実
か
つ
迅
速
に
職
務
を
遂
行

し
ま
す
。

２
　
市
職
員
は
、
自
ら
の
責
務
を

遂
行
す
る
た
め
、
必
要
な
基
礎

的
能
力
を
修
得
し
、
積
極
的
に

ま
ち
づ
く
り
の
課
題
解
決
や
立

案
す
る
能
力
の
向
上
に
努
め
ま

す
。

第
6
章
　
市
政
の
運
営

（
市
政
運
営
の
基
本
原
則
）

第
13
条
　
市
の
執
行
機
関
及
び
市

議
会
は
、
自
治
の
基
本
理
念
に

の
っ
と
り
、
国
及
び
他
の
地
方

公
共
団
体
と
対
等
な
立
場
に
た

ち
、
自
ら
の
判
断
と
結
果
に
責

任
を
も
っ
て
、
市
政
の
運
営
を

行
い
ま
す
。

（
総
合
計
画
）

第
14
条
　
市
の
執
行
機
関
は
、
総

合
計
画
の
策
定
に
あ
た
り
、
市

民
が
参
画
で
き
る
場
を
設
け
、

市
民
の
意
見
を
反
映
す
る
よ
う

努
め
ま
す
。
ま
た
、
策
定
後
は
、

計
画
の
進
行
状
況
や
成
果
に
つ

い
て
、
情
報
が
共
有
で
き
る
よ

う
広
く
市
民
へ
知
ら
せ
ま
す
。

２
　
市
の
執
行
機
関
は
、
自
治
の

基
本
理
念
及
び
市
政
運
営
の
基

本
原
則
に
の
っ
と
り
、
市
議
会

の
議
決
を
経
て
、
ま
ち
づ
く
り

の
指
針
と
な
る
基
本
構
想
を
定

め
る
と
と
も
に
、
そ
の
実
現
の

た
め
の
基
本
計
画
を
ま
と
め
、

総
合
計
画
を
策
定
し
ま
す
。
ま

た
、
法
令
等
に
基
づ
く
個
別
計

画
の
策
定
及
び
実
施
に
あ
た
っ

て
は
、
総
合
計
画
と
の
整
合
を

確
保
し
ま
す
。

（
組
織
づ
く
り
）

第
15
条
　
市
の
執
行
機
関
は
、
総

合
計
画
を
実
現
す
る
た
め
、
法

令
、
条
例
、
予
算
に
基
づ
き
、

各
種
の
事
務
や
事
業
を
適
正
か

つ
適
確
に
執
行
す
る
た
め
の
組

織
体
制
を
整
備
し
ま
す
。

２
　
市
の
執
行
機
関
は
、
市
政
の

課
題
に
適
確
に
応
え
る
こ
と
が

で
き
る
知
識
と
能
力
を
持
っ
た

職
員
を
育
成
し
、
効
率
的
な
組

織
運
営
に
努
め
ま
す
。

（
総
合
的
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
）

第
16
条
　
市
の
執
行
機
関
は
、
自

治
の
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、

市
民
の
ニ
ー
ズ
に
適
確
に
対
応

す
る
た
め
、
組
織
の
横
断
的
な

連
携
を
図
り
、
総
合
的
な
行
政

サ
ー
ビ
ス
の
向
上
に
努
め
ま
す
。

（
情
報
共
有
と
説
明
責
任
）

第
17
条
　
市
の
執
行
機
関
は
、
参

画
と
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
を
推

進
す
る
た
め
、
市
政
に
関
す
る

情
報
を
、
積
極
的
に
、
市
民
に

分
か
り
や
す
く
公
開
し
、
情
報

の
共
有
に
努
め
ま
す
。

２
　
市
の
執
行
機
関
は
、
事
業
の

企
画
立
案
、
決
定
、
実
施
及
び

評
価
に
あ
た
っ
て
は
、
必
要
に

応
じ
そ
の
必
要
性
や
妥
当
性
を

分
か
り
や
す
く
市
民
に
説
明
し

ま
す
。

（
個
人
情
報
保
護
）

第
18
条
　
市
の
執
行
機
関
は
、
市

民
の
基
本
的
人
権
を
擁
護
し
、

信
頼
さ
れ
る
市
政
を
実
現
す
る

た
め
、
個
人
情
報
を
適
正
に
管

理
し
、
そ
の
利
用
、
提
供
等
に

関
し
適
切
な
保
護
措
置
を
講
じ

ま
す
。

（
市
民
の
要
望
の
取
扱
い
）

第
19
条
　
市
の
執
行
機
関
は
、
自

治
の
基
本
理
念
に
の
っ
と
っ
た

市
民
の
意
見
や
要
望
に
対
し
、

誠
実
か
つ
迅
速
に
対
応
し
ま
す
。

２
　
市
の
執
行
機
関
は
、
前
項
の

規
定
に
基
づ
く
対
応
に
つ
い
て
、

そ
の
経
過
や
結
果
等
を
記
録
し
、

必
要
に
応
じ
て
公
開
す
る
こ
と

で
、
透
明
性
の
高
い
市
政
運
営

を
行
い
ま
す
。

（
行
政
手
続
）

第
20
条
　
市
の
執
行
機
関
は
、
市

政
運
営
に
お
け
る
公
正
の
確
保

と
透
明
性
の
向
上
を
図
り
、
市

民
の
権
利
と
利
益
を
保
護
す
る

た
め
、
行
政
手
続
き
に
関
し
て

必
要
な
事
項
を
別
に
条
例
で
定

め
、
適
切
に
運
用
し
ま
す
。

（
公
益
通
報
）

第
21
条
　
市
の
執
行
機
関
は
、
適

正
な
市
政
運
営
を
確
保
し
、
公

正
な
社
会
を
実
現
す
る
と
い
う

公
益
の
た
め
、
市
政
に
係
る
違

法
と
思
わ
れ
る
行
為
な
ど
に
対

し
、
市
の
職
員
等
か
ら
行
わ
れ

る
通
報
を
受
け
る
体
制
を
整
備

し
、
当
該
公
益
通
報
者
が
、
通

報
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
不

利
益
な
取
り
扱
い
を
受
け
る
こ

と
の
な
い
よ
う
適
切
に
保
護
し

ま
す
。

（
行
政
評
価
）

第
22
条
　
本
市
の
行
政
評
価
は
、

総
合
計
画
を
起
点
と
し
て
、
そ

の
結
果
を
次
の
よ
り
良
い
企
画
、

計
画
立
案
や
改
善
に
結
び
付
け

て
い
く
こ
と
を
目
的
と
し
ま
す
。

２
　
市
の
執
行
機
関
は
、
行
政
評

価
に
よ
り
、
目
標
の
達
成
度
合

い
や
成
果
を
検
証
、
評
価
し
、

総
合
計
画
の
進
行
管
理
を
行
い

ま
す
。

３
　
市
の
執
行
機
関
は
、
市
民
と

情
報
を
共
有
し
、
市
民
の
参
画

を
図
る
共
通
の
手
段
と
し
て
行

政
評
価
を
活
用
し
ま
す
。

４
　
市
の
執
行
機
関
は
、
行
政
評

価
を
活
用
し
、
市
政
運
営
に
係

る
年
度
の
経
営
方
針
を
定
め
、

こ
れ
を
市
民
に
知
ら
せ
ま
す
。
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